
 

 

 

 

令和８年 春 の 火 災 予 防 運 動 

４月２０日（月）～４月３０日（木） 
防火標語「 急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし」 

 

 

この運動は、乾燥や強風により火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、市民

の皆さんに火災予防に関する意識を高めていただくことで、火災の発生を防止し、

火災から尊い生命と貴重な財産を守ることを目的として全道一斉に実施します。 

次のことに注意して火災の発生を防ぎ、もしも火災が発生しても被害を少なくす

るようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小樽市消防本部・小樽市消防団からのお知らせ 

 
 

を設置し、定期的 
に点検して 10年を目安に交換する 



 

皆さんがお住まいの住宅には､住宅用火災 

警報器の設置が義務付けられています。 
    ※マンションやアパート等で自動火災報知設備等が有効に設置されている場合は、 

住宅用火災警報器の設置は必要ありません。 

 

○ 住宅用火災警報器の取り付け場所 ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 消防職員が住宅用火災警報器の取り付け作業をお手伝いします。○ 

住宅用火災警報器を購入したものの、天井や壁に取り付ける作業が

困難な高齢者や障害者などの避難行動要支援者が居住する世帯に対

し、消防職員が住宅用火災警報器の取り付け作業をお手伝いします。 

 

○ 住宅用火災警報器の作動確認をしてください！ ○ 

「点検をしても警報音が鳴らない場合は」 

① 電池が、きちんとセットされているか確認してください。 

     ② 故障か電池切れか分からないときは、取扱説明書を確認す 

るかメーカーにお問い合わせください。 

 
※ 住宅用火災警報器を設置してから１０年以上経過している場合は、内部の

電子機器が劣化しているおそれがあるため、本体の交換をおすすめします。 

 

○ 春の火災予防運動・住宅用火災警報器に関する問い合わせ先 ○ 

 

 

消防本部予防課 ２２－９１８１ 銭 函 支 署 ６２－２８５１ 

消 防 署 ２２－９１７１ 手 宮 支 署 ３３－００５０ 

花 園 出 張 所 ２３－４１０２ オタモイ支署 ２６－２８０１ 

朝 里 出 張 所 ５４－８１０４ 蘭 島 支 所 ６４－２１６１ 

子ども部屋（寝室） 
就寝に使用する部屋の天井ま

たは壁面に設置します。 

階段 
２階に寝室がある場合は、階段

室の天井または壁面に設置しま

す。 

 

主寝室 
就寝に使用する部屋の天井また

は壁面に設置します。 

台所 
小樽市内では、台所への設置の

義務はありませんが、火気の取

扱いが多いことから、設置をお

すすめしています。 


